
JP 2017-191274 A5 2019.4.25

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年4月25日(2019.4.25)

【公開番号】特開2017-191274(P2017-191274A)
【公開日】平成29年10月19日(2017.10.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-040
【出願番号】特願2016-81822(P2016-81822)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  21/14     (2006.01)
   Ｇ０９Ｇ   5/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/74     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   21/14     　　　Ｚ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５１０Ｂ
   Ｇ０９Ｇ    5/00     ５５０Ｃ
   Ｈ０４Ｎ    5/74     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月18日(2019.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　横光路偏向素子５は、光を偏向させる光学部材２０２Ｂと、光学部材２０２Ｂの側面を
囲う枠体部２０４Ｂと、横空隙部２０６Ｘを介して枠体部２０４Ｂから離間し、枠体部２
０４Ｂの側面を囲う枠状の支持部２０８Ｂと、枠体部２０４Ｂと支持部２０８Ｂとを連結
するように設けられた横軸部２１０Ｘと、を備えている。ベース２４０Ｂには、光学部材
２０２Ｂの位置に対応して、前後方向に貫通する貫通孔２４１Ｂが形成されている。この
貫通孔２４１Ｂを設けて、当該貫通孔２４１Ｂに光学部材２０２Ｂが配置されることによ
り、光学部材２０２Ｂを介して画像光を透過させることができる。
　このうち、光学部材２０２Ｂは、横軸部２１０Ｘを揺動軸として揺動されることにより
、その姿勢が変化するように構成されている。そして、光学部材２０２Ｂの姿勢が変化す
るとともに、光学部材２０２Ｂを透過した光の出射方向を変化させる（光路の位置を変化
させる）ことができる。これにより、ダイクロイックプリズム３１０で合成された画像光
を、横軸部２１０Ｘを中心軸として左右方向に偏向させることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　縦光路偏向素子４及び横光路偏向素子５は、前後方向に重ねて配置される。また、縦光
路偏向素子４が備える光学部材２０２Ａと、横光路偏向素子５が備える光学部材２０２Ｂ
とは、ダイクロイックプリズム３１０から射出される画像光が投写面８に投写することが
できる位置に配置される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
［第２実施形態］
［プロジェクターの構成について］
　以下、図を参照して本発明の第２実施形態について説明する。
　図９は、第２実施形態のプロジェクター２の構成の一例を示す図である。
　第１実施形態では、プロジェクター１に加えられる振動が第１しきい値以上である場合
、振動情報Ｖに基づいて、光路偏向素子２０が偏向する画像光の投写方向の変化量を変更
する場合について説明した。
　第２実施形態では、プロジェクター２に加えられる振動が第２しきい値以上である場合
、振動情報Ｖに基づいて、光路偏向素子２０が偏向する画像光の投写方向の変化量を変更
し、かつ光路偏向素子２０の姿勢を変化させる点において第１実施形態と異なる。
　なお、上述した第１実施形態及び変形例と同一の構成については、同一の符号を付して
その説明を省略する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　プロジェクター２は、振動検出部４０と、制御部１００と、投写光学系３１とを備える
。
制御部１００は、ＣＰＵを備えており、振動情報取得部１１と、振動判定部１２と、光路
偏向制御部１３と、画像取得部１５と、表示素子制御部１６と、姿勢調整制御部１４とを
その機能部として備える。投写光学系３１は、光路偏向素子２０と、姿勢調整部２６０と
、液晶表示素子３０８とを備える。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　振動判定部１２は、プロジェクター２に加えられる振動が第１しきい値以上であって、
かつ第２しきい値未満であると判定した場合、光路偏向制御部１３に振動情報Ｖを出力し
、光路偏向制御部１３は、光路偏向素子２０が偏向する画像光の変化量を変更し、プロジ
ェクター１２に加えられる振動を打ち消す位置に画像光が投写されるように駆動部２２０
の駆動を制御する。
　振動判定部１２は、プロジェクター２に加えられる振動が第２しきい値以上であると判
定した場合、振動情報Ｖを光路偏向制御部１３及び姿勢調整制御部１４に出力する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　なお、上述では、プロジェクター２に加えられる振動が第２しきい値より大きい場合に
は、光路偏向素子２０が偏向する画像光の変化量を変更し、かつ光路偏向素子２０の姿勢
を変化させる制御を行う場合について説明したが、これに限られない。
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　他の例として、プロジェクター２に加えられる振動が第２しきい値より大きい場合、光
路偏向素子２０の姿勢を変化させる制御のみが行われてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】
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